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１．事例の概要 

２回経産婦。妊娠３８週、陣痛発来し、搬送元分娩機関に入院となった。

胎児心拍数陣痛図は、リアシュアリングと判断された。入院から４５分後、

子宮口は全開大となり、その１０分後に自然破水した。内診では、頭頂位と

思われる所見であり、矢状縫合は横であった。自然破水から３分後、胎児心

拍数陣痛図上、突然胎児心拍数が低下し、高度遷延一過性徐脈が認められ、

酸素投与が開始された。内診では、児頭の位置はＳｐ±０ｃｍであり、用手

回旋が試みられた。突然の胎児心拍数低下から３２分後、ほぼ排臨状態であ

ったが前方顔位で娩出は不能であり、当該分娩機関に母体搬送決定となり、

その２０分後に搬送された。胎児仮死、常位胎盤早期剥離疑いのため帝王切

開が開始され、当該分娩機関到着から３分後、児が娩出した。胎盤は容易に

剥がれた。羊水混濁、臍帯巻絡はなく、胎盤病理組織学検査では、胎盤後血

腫が認められた。 

児の在胎週数は３８週５日で、体重は３１１６ｇであった。アプガースコ

アは、生後１分１点（心拍１点）、生後５分４点（心拍２点、皮膚色２点）で、

気管挿管などの新生児蘇生が行われ、生後２０分頃の静脈血ガス分析値は、

ｐＨ６．６６３、ＰＣＯ２９８．０ｍｍＨｇ、ＰＯ２９４．３ｍｍＨｇ、ＨＣ

Ｏ３
－１０．９ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－２６．６ｍｍｏｌ／Ｌであった。高次医
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療機関ＮＩＣＵに新生児搬送され、ＮＩＣＵ入院時、足をぴくつかせるよう

な動きがあり、人工呼吸器が装着され、低体温療法が開始された。脳保護と

鎮静のため抗痙攣剤が投与された。生後１日、頭部超音波断層法では側脳室

上方に低輝度領域が数カ所認められ、脳波検査では最高度活動低下と考えら

れた。生後１７日、頭部ＭＲＩでは、重症新生児仮死に伴う広範な低酸素性

虚血性脳症と考えられた。 

本事例は診療所から病院に母体搬送された事例であり、搬送元分娩機関で

は、産科医２名と、助産師１名、准看護師１名が関わり、当該分娩機関では、

産科医３名、小児科医３名、麻酔科医１名と、助産師１名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、急激に発症した常位胎盤早期剥離

による胎児低酸素・酸血症であると考えられる。常位胎盤早期剥離の関連因

子は認められない。常位胎盤早期剥離の発症時期については、自然破水後に

胎児心拍数陣痛図上で高度遷延一過性徐脈が出現した頃かその少し前と推察

される。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠中の管理は概ね一般的である。 

妊娠３８週５日、搬送元分娩機関に入院後、胎児心拍数陣痛図で自然破水

後に突然の胎児心拍数低下を認めた際に、酸素投与を開始し応援医師に連絡

したことは一般的である。胎児徐脈が持続しており回旋異常を認めた際に、

酸素投与を行いながら用手回旋を行ったことは選択肢のひとつである。突然

の胎児徐脈に対して、母体への酸素投与を行いながら分娩管理し、母体搬送

準備を行ったことは一般的である。胎児心拍数陣痛図でレベル５（異常波形・
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高度）と判断される所見がみられ、児頭が排臨している状態で、頤前方顔位

のために急速遂娩法を用いた経腟分娩は困難と判断し、自施設での帝王切開

を行わずに高次医療機関への母体搬送を決定したことは選択肢のひとつであ

る。母体搬送直前まで分娩監視装置を装着したことは一般的である。母体搬

送中の状況について、診療録に記載がないことは一般的でない。 

当該分娩機関到着後３分で帝王切開により児を娩出したことは適確である。

胎盤病理組織学検査を行ったことも適確である。出生後の新生児蘇生、その

後に新生児搬送したことは一般的である。 

搬送元分娩機関において、事例検討と再発防止のための具体的なシステム

改善を行ったことは適確である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

 １）搬送元分娩機関および当該分娩機関における診療行為について検討すべ

き事項 

（１）搬送元分娩機関について 

   ア．早産既往妊産婦の対応について 

「産婦人科診療ガイドライン－産科編２０１４」に基づき、早産既

往妊産婦を早産ハイリスクと認識し、妊娠１８－２４週頃に子宮頸管

長を測定することが望まれる。 

イ．Ｂ群溶血性連鎖球菌スクリーニング検査について 

本事例では、腟分泌物培養検査（ＧＢＳスクリーニング）が妊娠２

８週に実施されたが、「産婦人科診療ガイドライン－産科編２０１４」

では、妊娠３３週から３７週での実施を推奨しており、ガイドライン

に則して実施することが望まれる。 
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ウ．診療録の記載について 

本事例では、母体搬送中の胎児心拍数の聴取の有無、妊産婦の状態、

同乗した医療スタッフの有無に関する記録がなかった。観察した事項

や対応した内容については、診療録に記載することが望まれる。 

（２）当該分娩機関について 

    ア．臍帯動脈血ガス分析について 

臍帯動脈血ガス分析を行うことによって、分娩前の胎児低酸素症の

状態を推定することが可能となるので、児が新生児仮死の状態で出生

した場合は、可能な限り実施することが望まれる。 

イ．診療録の記載について 

本事例では高次医療機関ＮＩＣＵへの搬送時刻の記録がなかった。

対応した時刻については、診療録に記載することが望まれる。 

 

２）搬送元分娩機関および当該分娩機関における設備や診療体制について検

討すべき事項 

（１）搬送元分娩機関について 

特になし。 

（２）当該分娩機関について 

特になし。 

 

 ３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

   常位胎盤早期剥離に関する研究について 

常位胎盤早期剥離の発生機序の解明、予防方法、早期診断に関する研

究を推進することが望まれる。 
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 （２）国・地方自治体に対して 

特になし。 


